
  高齢者の方に居住の場と介護支援を提供し、

  要支援や要介護の認定を受けている方で家族の方が病気

　明るく健康的な生活を送ることを支援する施設です。

　生活支援ハウスを利用できる方は、以下の通りです！

　・６５歳以上の一人暮らし又は夫婦のみの世帯の方。

　・住宅環境や高齢等により生活を送ることが困難な方。

　・家族による支援が困難な方で入院加療を要しない病状の方。

※介護保険のサービス（デイサービス・訪問介護）と組み合わせて

　利用することが出来ます！

○ショートステイ

　や冠婚葬祭又は、出張により介護が困難になったり、休養

　を必要とされるようになった場合、一定期間、施設で生活し

　　　TEL　　098-987-3270又は、987-3271
☆お問い合わせ　渡嘉敷村社会福祉協議会（福祉センター内）

　介護支援を受けることが出来るサービスです。日中は、デイ

　やレク活動を楽しむことができます。

　サービスの方々とリハビリや入浴を行ったり、一緒に手工芸

☆９月１日より『生活支援ハウス』・『ショートステイ』が
　利用出来るようになります！

○生活支援ハウス


